
 

 

 

 

 

 

 

身延町丸滝宮の前団地宅地分譲 
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身 延 町 

（令和５年９月版） 



宅地分譲地の概要等 

 

１．目的 

身延町丸滝宮の前団地宅地分譲は、身延町内に居住地を求めている方また、若者や子

育て世代等の定住並びに通勤就労環境整備促進を目的に行います。 

２．宅地分譲地の所在及び名称等 

身延町丸滝宮の前「丸滝宮の前団地」 全１９区画 

３．概要 

(1) 所 在 地   身延町丸滝宮の前５５０番地５～５５０番地２５ 

(2) 区  画   １９区画 

(3) 用途地域   非線引き近隣商業地域／建ぺい率８０％／容積率２００％ 

(4) 交  通   ＪＲ身延線 身延駅    ９００ｍ 

ＪＲ身延線 塩之沢駅  １４００ｍ 

(5) 病  院   身延山病院       １６００ｍ 

(6) 上下水道    身延町営水道・身延町営下水道 

(7) 保 育 園   大野山保育園（民間） １３００ｍ 

(8) 小 学 校    身延町立身延小学校   ２３００ｍ 

(9) 中 学 校    身延町立身延中学校  ２２００ｍ 

(10) 高速道路   中部横断自動車道    下部温泉・早川 IC自動車約１０分 

身延山 IC自動車約５分 

 

●土地価格表 

区画 土地面積(㎡) (坪) 金額(千円)  区画 土地面積(㎡) (坪) 金額(千円) 

１ 377.51 114.19 5,481 １１ 283.14 85.64 4,110 

２ 392.39 118.69 5,697 １２ 328.38 99.33 4,767 

３ 381.80 115.49 5,543 １３ 344.65 104.25 5,004 

４ 334.06 101.05 4,850 １４ 343.59 103.93 4,988 

５ 338.16 102.29 4,909 １５ 345.39 104.48 5,015 

６ 334.85 101.29 4,861 １６ 350.49 106.02 5,088 

７ 350.46 106.01 5,088 １７ 340.24 102.92 4,940 

８ 333.22 100.79 4,837 １８ 350.36 105.98 5,087 

９ 332.28 100.51 4,824 １９ 445.90 134.88 6,474 

１０ 322.88 97.67 4,688     

 

 ※  は、契約・売約済物件 

 



身延町丸滝宮の前団地宅地分譲募集要項 

 

申込み者の資格 

申込み者は次の条件をすべて備えていることが必要です。 

１．申込み者ご自身がお住まいになる住宅（専用住宅、併用住宅又は兼用住宅）を建設

するため、宅地を必要とする方。 

２．満２０歳以上の方で、支払い能力のある方。 

３．宅地を購入してから、５年以内に自己の居住用住宅の建設に着手し完成させ居住で

きる方。 

４．外国人の方は、永住許可または、特別永住許可を受けているか、永住者とし

ての在留資格がある方。  

５．譲渡代金および諸費用を町の指定する期日までにお支払いできる方。 

６．身延町住民基本台帳に登録されている方。または、身延町に永住することを希望し、

住民登録をして居住しようとする方。 

７．税金等を滞納していない方。 

８．入居者及び親族が身延町暴力団排除条例（平成２４年６月１８日条例第１４号）第２

条に規定する暴力団員又は、暴力団員と密接な関係を有し、若しくは社会的に非難さ

れる関係を有する法人及び関係の構成員でない者。（暴力団員:暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員をいう。） 

 

 

申込み受付 

１．受付期間等 

随時受付中 

受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分まで（土日祝日除く） 

２．受付場所 

〒４０９－３３９２ 南巨摩郡身延町切石３５０番地 

身延町役場 企画政策課 

ＴＥＬ ０５５６－４２－４８０１（直通） 

     ０５５６－４２－２１１１（代表） 

３．申込みに必要な書類（提出された書類は返却いたしません） 

(1) 宅地分譲地購入申込書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・１通 

(2) 申込み者の収入証明書等 ・・・・・・・・・・・・・・・・各１通 

   所得証明書及び納税証明書（最新のもの） 

(3) 住民票謄本（全項目記載） ・・・・・・・・・・・・・・・・１通 

 



申込みの際の注意事項 

１．申込みは一世帯１区画に限ります。一世帯で２区画以上申込んだ場合や、家族を不自

然に分割した申込みは、重複申込みとして無効といたします。 

２．申込みは区画ごとに受付しますので、申込書に団地名、区画番号を記入して提出して

ください。 

３．郵送、電話、インターネットによる申込みは受付いたしません。必ず、本人または、

家族の方が持参してください。 

４．予約の受付は一切できません。あらかじめご了承ください。 

５．受理した申込書類は、返却いたしません。 

６．申込みの資格の無い方、または、虚偽の申込み等不正を行った場合の申込みは無効と

させていただきますので、正確にご記入願います。 

７．氏名は、戸籍簿に記載されているお名前をお書きください。また、ふりがなもお忘れ

なく記載してください。 

８．外国人の方は申込書に「国籍」を必ず記入してください。 

９．申込みにあたっては、現地で区画の状況、周囲の環境、交通等十分お確かめください。 

１０．申込みは、住宅取得の必要性について十分なご検討をしてから申込みください。 

 

 

申込みにあたって特にご了解願いたいこと 

１．登記料等諸経費について 

譲渡予定価格には、登記に要する費用は含まれておりません。後日、登記料等の金額

をご連絡いたしますので、印紙を購入し身延町役場企画政策課までお届けください。 

【参考】登記料等諸経費等 

(1) 譲渡契約書等の印紙税  １千円～５千円（印紙税法による） 

(2) 登録免許税       不動産の価格（固定資産評価額）×税率＝税額 

例：5,000,000 円×1.5％＝75,000 円 

(3) 不動産取得税      不動産の価格（固定資産評価額）×税率＝税額 

例：5,000,000 円×3％＝150,000 円 

(4) 固定資産税       固定資産税評価額×1.4/100＝税額 

例：5,000,000 円×1.4/100＝70,000 円 

※税の軽減措置も有りますので、詳しくはお近くの税務署等専門機関にお問合わせください。 

※固定資産評価額は、毎年１月１日を基準とし、4 月１日に変わります。このため、登録免許

税、不動産取得税等の金額が変わりますのでご注意ください。詳しくは、身延町役場企画政

策課又は、税務課にお問い合わせください。 

２．住宅建設の際は、建築基準法による申請手続きが必要です。 



また、設計図面等を役場企画政策課へ提出していただきます。なお、１区画～１１

区画は、河川保全区域のため、「国土交通省関東地方整備局 甲府河川国道事務所 富

士川中流出張所」に設計図書の提出が必要となります。 

【企画政策課へ提出する図面等】 

◆１区画～１１区画を購入する方 

(1) 確認申請（建築物）提出書類の写し。 

(2) 設計図書（平面図、立面図、屋外給排水設備図）各２部 

※町用・国土交通省提出用 

◆１２区画～１９区画を購入する方 

(1) 確認申請（建築物）提出書類の写し。 

(2) 設計図書（平面図、立面図、屋外給排水設備図）各１部 ※町用 

３．皆様が永住の地として住みよいまちづくりをするためには、地域との密接な関係が必

要になります。丸滝区と連携して地域活動を積極的に行うため、自治会（区・組）に加

入していただきます。 

４．共用施設の管理について 

団地内には、防犯灯、ゴミ集積所、緑地などの共用施設があります。団地内の共用

施設の管理と、施設にかかる電気料等は受益者負担の原則により、自治会の負担とな

ります。 

また、防犯灯の電球替え、道路、緑地、側溝等の草刈りや清掃等も自治会で行って

いただきます。したがって自治会運営の負担が必要となります。なお、公共及び共用

施設内において、事故等が発生した場合、町として責任は負いません。 

防犯灯の電気料は、現在、町で全額負担しています。平成２８年度からは区画の購

入状況により町で案分計算し空いている区画分を負担しますが、平成２９年３月３１

日までとします。（居住されていなくても、購入者負担が発生します。） 

５．隣地との境界線は、区画または、周囲の壁・側溝等構造物の仕上げ面線または、杭

と杭を結んだ線になります。境界線の接点にはそれを示す杭、プレート等が設置して

あります。 

 

 

６．区画面積は、境界線で囲まれた水平投影面積です。お申込み前に区画の状況、周辺

の環境等、必ずご確認ください。 

７．区画を形成する構造物の変更は認められません。 



８．団地内には、電気、電話等の供給のため、電柱や支柱、支線等が設置してありま

す。 

（団地配置図の中に表示してあります）また、表示以外に増設される場合がありま

す。なお、現在の電柱、支線の移転、撤去はできません。 

９．学校等について 

保育所への入所、小中学校への転入学手続きについては、町の子育て支援課、または

教育委員会学校教育課にお尋ねください。 

◆子育て支援課 TEL:0556-20-4580  ◆学校教育課 TEL:0556-20-3016 

１０．「土砂災害防止法」に基づく、土砂災害警戒区域（イエローゾーン）に含まれます。

この計画区域は、県で想定した雨量（２４０mm／１時間）で作成したものです。 

１１． 地盤の安定を図る為４～１９区画の地中には、造成前の建物の杭を打ち込んだまま

（約８０本）にしてありますが、町では撤去いたしません。（図面参照） 

１２．緑地の一部の地下（約３m）には、日本軽金属の管路施設が埋設されております。 

１３．上水道について 

   (1)宅地給水管 

各宅地には、水道事業者（町）が管理する水道本管から分水した給水管が設置し

てあります。団地内上水道・排水施設一覧表および止水栓位置図面のとおりです。 

(2) 給水施設の設置 

住宅の建設に伴う水道工事は、関係法令及び水道事業者（町）の定めた条例等に

より、設計、施工を行ってください。 

(3) 給水施設の申込み 

水道事業者（町）への給水施設の申込みは、各自で行ってください。 

(4) 水道加入金 

給水施設の申込の際、水道事業者（町）の定めた水道条例により、水道メーター

の口径に対する水道加入金がかかります。各自が負担してください。 

口径別１口当たり １３mm ５０，０００円（税抜） 

※上水道について、詳しくは担当課へお問い合わせください。 

◆環境上下水道課 TEL:0556-42-4814 

１５．排水、汚水処理について 

(1) 排水先 

生活排水は、下水道事業者（町）が設置した公共桝へ接続し、雨水排水は、水路

へ排水してください。 

(2) 排水設備の設置 

住宅の建設に伴う排水設備工事は、関係法令及び下水道事業者（町）の定めた条

例等により、指定工事店により施工を行ってください。 

(3) 受益者負担金 

下水道の受益者負担金は、身延町が立て替えて支払ってあります。土地の譲渡代

金納付時に納入していただきます（２００，０００円）。 



※下水道について、詳しくは担当課へお問い合わせください。 

◆環境上下水道課 TEL:0556-42-4814 

譲渡の条件 

禁止事項 

  住居の用途以外の用途に供しないこと（専用住宅、併用住宅又は兼用住宅） 

承諾事項ならびに住宅等の買戻し 

１．所有権移転登記後から５年間は、所有権・質権・抵当権・使用貸借による権利、ま

たは賃借権その他の使用および収益を目的とする権利の設定、または移転をする場合、

あらかじめ町の承諾を受けてください。 

２．所有権移転登記後から５年間、次のような事項に該当するときは、催告しないで契

約を解除し、宅地を買い戻すことがあります。その場合、購入当時の価格で買い戻し

ます。 

(1) 譲渡契約書に違反したとき。 

(2) 資格を偽るなど、不正な行為により宅地を譲り受けたとき。 

  ３．所有権移転登記後から５年間経過した後、住宅の建設に着手されていない場合は、

宅地を買い戻すこともあります。買い戻し金額は２．に同じとします。 

４．前記１．２．３．の事項により宅地を買い戻した場合は、次の使用料及び違約金を

町に支払っていただきます。 

(1) １年間の使用料相当額は、譲渡代金に７．５％を乗じた額とし、１年未満の端数

については、１か月につきその１２分の１の額とします。 

(2) 違約金は、譲渡代金の１０％とし、譲渡代金から差し引いて返還することとしま

す。この場合、返還金には利息は付さないものとします。 

 

※譲渡後 3年と 6か月経過した場合の例（譲渡代金が 500万円の場合） 

・使用料  5,000,000円×7.5％×3年       ＝1,125,000円   

5,000,000円×7.5％÷12月×6月＝  187,500円 

                             使用料計 1,312,500円 

       ・違約金  5,000,000円×10％＝500,000円 

 

 

契 約 

町は購入希望者の方と、宅地譲渡契約を締結します。 

来庁される日時を予めご連絡ください。本人が来られない場合は、ご本人との関係を証

明できる書類をご提出いただきます。 

１．宅地譲渡契約書・・・・・２通 

２．印鑑証明書・・・・・・・１通（共同名義の方は、人数分） 

３．住民票謄本（全項目記載）１通（共同名義の方は、人数分） 



４．収入印紙・・・・・・・・契約金額による 

百万円を超え５百万円以下   千円 

５百万円を超え１千万円以下  ５千円 

５．印鑑（実印）※印鑑証明書により実印の確認を行います。 

 

 

譲渡代金の納入と宅地の引き渡し 

譲渡代金は、契約締結日から２５日以内に発行する納付書を添えて納入していただきま

す。代金の納入後、土地を引き渡します。 

【支払】 第１回 契約後２週間以内 

第２回 契約後３週間以内 

 

 

所有権の移転登記 

１．宅地等の所有権は引渡し日をもって移転し、その所有権移転登記は町で代行します  

が、登記並びに特約付記等に要する費用は購入者の負担となります。宅地等の登記識別

情報通知（権利証）は登記完了後速やかに交付します。 

 ※融資の関係で、購入者が手配した司法書士の方で行う事も可能です。 

この場合、発生する料金は全て購入にご負担いただきます。また、買戻し特約の付記

登録も併せてお願いいたします。） 

 ２．所有権移転登記の際、７年間の買戻し特約を付記登記することとなります。 

 

 

参 照 

 

≪関係各課の電話番号≫ 

課  名 電話番号 備   考 

企 画 政 策 課  0556-42-4801 宅地分譲全般に関する事 

建 設 課 0556-42-4808 建築確認に関する事 

環境上下水道課 0556-42-4814 下水道加入に関する事 

学 校 教 育 課 0556-20-3016 小中学校入学に関する事 

子育て支援課  0556-20-4580 保育園に入園に関する事 

税 務 課 0556-42-4803 所得証明、固定資産評価証明書等の発行に関する事 

町 民 課 0556-42-4804 住民票、印鑑証明書等の発行に関する事 



 

 

≪その他関係機関≫ 

会社名 電話番号 備   考 

ＮＴＴ東日本－山梨 設備

部設備オペレーション担当 
0120-78-0039 

電柱、支線等に関する事 

9:00~17:00（12:00~13:00 除く） 

（月曜日～金曜日） 

東電用地株式会社 山梨支

社 
055-230-5830 

電柱、支線等に関する事 

9:00~17:00（12:00~13:00 除く）  

（月曜日～金曜日） 

 


